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避難確保計画が未作成の施設のうち、特に
水害・土砂災害のリスクの高い区域内にある
施設を抽出した。

調査の内容および目的について

令和５年11月22日付け事務連絡

■内容

■目的

特に水害・土砂災害のリスクの高い区域内
にある施設の作成率が100％になるよう、調
査を実施した。
該当する施設は、優先して避難確保計画の
作成を支援する施設（以下「対象施設」とい
う。）として整理した（令和５年12月13日時
点）。
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県内19市町から回答をいただいた。
うち３市１町（※）から、該当施設ありと回答いただいた。
対象施設数および施設の位置は次ページ以降のとおり。

※ 彦根市、高島市、東近江市、竜王町

調査の結果について

■結果
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・彦根市・・・・・・・対象施設数 ２つ

凡例
：対象施設

芹川洪水浸水想定区域図
で浸水深３ｍ以上

芹川
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・高島市・・・・・・・対象施設数 １つ

凡例
：対象施設

安曇川洪水浸水想定区域
図・地先の安全度マップで
浸水深３ｍ以上

安曇川
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・東近江市・・・・・・・対象施設数 ２つ

凡例
：対象施設

愛知川洪水浸水想定区域図
で浸水深３ｍ以上

愛知川
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・東近江市・・・・・・・対象施設数 ２つ

凡例
：対象施設

土砂災害特別警戒区域内

御池川（愛知川支流）

至永源寺ダム
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・竜王町・・・・・・・対象施設数 ５つ

凡例
：対象施設

日野川洪水浸水想定区域図
で浸水深３ｍ以上

日野川

（同一敷地内に２施設）
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令和６年１月～３月の間に、各市町の担当者と連携して対象施設への支援を検討
した。
令和６年度の出水期前までに避難確保計画の作成を完了させることを目標に、
各市町から対象施設へ働きかけを行っていただいた。

その後の取組について

◇各市町との協議結果

・彦根市：対象施設へ、改めて市から作成を促す。
（R6.3.23時点で、２施設において避難確保計画作成完了）

・高島市：対象施設へ、改めて市から作成を促す。

・東近江市：１施設は実質的に廃止されており、施設側からの廃止手続待ち。残り
１施設は、施設の事業区分の見直しの途中で、施設側からの申請待ち（※）。
なお、県職員による、市職員向けおよび施設向けの研修会を開催予定。

・竜王町：対象施設へ、町から作成を促す。4/30までに作成するよう通知を発出
したため、それ以降に未作成の施設が残っていた場合は、別途支援を検討する。

※ 当該施設は、保険医療機関であるほか、通所リハビリテーションを含む居宅サービス事業者として「みなし認可」
を受けているが、実質的に通所リハビリテーション事業を行っていないことから、施設側でみなし認可を辞退する
手続を検討している。なお、東近江市では、通所リハビリテーション事業を行っていない一般診療所は、地域防災
計画で避難確保計画作成の対象としていない。


